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令和７年度経営継承・発展支援事業募集要領 

 

令和７年７月 14日版  

小山市  

第１ はじめに 

農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農業の持続的な発展を図るために

は、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代に継承していく必要があります。他方

で、地域の経営資源の受け手として期待される担い手の高齢化が進行していることから、

この経営継承・発展支援事業では、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確

保するため、地域計画のうち目標地図（農業経営基盤強化法（昭和 55 年法律第 65 号。

以下「基盤強化法」といいます。）第 19 条第３項の地図をいいます。）に位置付けられ、

地域の担い手から経営を継承した後継者等が、その経営を発展させるための経営発展計

画に基づいて実施する取組に必要な経費を、予算の範囲内において補助します。 

本事業による補助金の交付を希望する場合は、この募集要領のほか、経営継承・発展等

支援事業実施要綱（令和３年３月 26日付け２経営第 2988号農林水産事務次官依命通知。

以下「実施要綱」といいます。）、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱（平成

12年４月１日付け 12構改Ｂ第 350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」とい

います。）、経営継承・発展等支援事業補助金事務局である一般社団法人全国農業会議所

（以下「補助金事務局」といいます。）が定める「経営継承・発展等支援事業」実施に関

する交付規則（令和７年５月 12付け補助金事務局制定。以下「交付規則」といいます。）、

令和７年度経営継承・発展支援事業公募要領（１次募集）（令和７年６月２日付け補助金

事務局作成。以下「公募要領」といいます。）及び経営継承・発展支援事業補助事業の手

引き（令和７年６月２日付け補助金事務局作成。以下「手引き」といいます。）並びに小

山市農業振興促進費補助金交付要綱（昭和 55 年小山市規程第 17 号。以下「市の交付要

綱」といいます。）、小山市農業振興促進費補助金等交付規則（昭和 55年小山市規則第 21

号。以下「市の交付規則」といいます。）をご確認のうえ、必要な提出書類を以下の募集

期間内に小山市へご提出願います。 

 

 【募集期間】 

  令和７年７月 14日（月）から令和７年７月 28日（月）まで 

 

第２ 補助対象者 

   小山市内に所在する（１）又は（２）の要件を満たし、かつ（３）及び（４）に掲げる

要件を満たす者であることとします。 

（１）補助対象者が個人事業主の場合 

  ア 次の(ア)から(エ)までに掲げる者であること。 

    (ア)地域計画のうち目標地図（基盤強化法第 19 条第３項の地図をいいます。）に

位置づけられた者 

    (イ)今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者  
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    (ウ)認定農業者 

    (エ)認定就農者  

   イ 令和６年１月１日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手（注１）で

ある先代事業者（個人事業主に限ります。以下同じ。）からその経営に関する主宰権

の移譲を受けていること（所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 229 条に規定する

届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限りま

す。）。 

ウ イの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経

営規模等が著しく縮小していないこと。 

エ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。 

オ 青色申告者（注２）であること。 

カ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定（注３）を書面で締結している

こと。 

キ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、

当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

ク 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有し

ていると市が認めること。 

ケ イの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。 

コ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」（平成 24年４月６日付け 23経営第 3543

号農林水産事務次官依命通知）別記１の第２の２に掲げる事業（以下「農業次世代人

材投資事業（経営開始型）」といいます。）に係る資金及び「新規就農者育成総合対策

実施要綱」（令和４年３月 29 日付け３経営第 3142 号農林水産事務次官依命通知。）

別記２の第２の２に掲げる事業に係る資金（以下「経営開始資金」といいます。）に

係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 

サ 新規就農者育成総合対策実施要綱別記１に掲げる事業（以下「経営発展支援事業」

といいます。）及び「新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱」（令和５年 12月１日

付け５経営第 2016号農林水産事務次官依命通知。別記１に掲げる事業（以下「就農

準備・経営開始支援事業」といいます。）又は同実施要綱の別記２に掲げる事業（以

下「世代交代・初期投資促進事業」といいます。）を現に実施しておらず、かつ過去

に実施していないこと。 

注１ 地域農業の担い手とは、市長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと

認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者のことです。 

注２ 所得税法第 143 条の規定により承認を受けている者、同法第 144 条に規定する

申請書を提出した者をいいます。 

注３ 家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について（平成７年２月

７日付け７構改Ｂ第 103 号構造改善局長・農蚕園芸局長通知）第２に規定する家

族経営協定をいいます。 

（２）補助対象者が法人（集落営農組織（農業の担い手に対する経営安定のための交付金

の交付に関する法律（平成 18年法律第 88号）第２条第４項第１号ハに掲げる組織)を
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含みます。）の場合 

  ア 次の（ア）から（エ）までに掲げる者であること。 

  (ア) 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 

  (イ) 今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者  

  (ウ) 認定農業者  

  (エ) 認定就農者   

イ 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。 

(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人

が地域農業の担い手であり、後継者（個人に限ります。以下同じ。）が令和６年１

月１日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること

（法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。）。 

(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法

人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が地域農業の担い手であり、後継者が

令和６年１月１日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受け

ていること。 

ウ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業

者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。 

エ 青色申告者（注４）であること。 

オ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、

当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

カ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有し

ていると市が認めること。 

キ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主

宰していないこと。 

ク イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事

業（経営開始型）及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。 

ケ イの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業、就

農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を実施していないこと。 

注４ 法人税法（昭和 22 年法律第 28 号）第 121 条第１項の規定により承認を受けて

いる者及び同法第 122条第１項に規定する申請書を提出した者をいいます。 

（３）以下に該当しない者であること。 

   ア 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の

国（独立行政法人等を含みます。）が助成する事業（補助金、委託費等。ただし、融資

に関する利子助成措置を除きます。）の採択・交付決定を受けている者 

   イ 令和３年度から６年度の経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事

業の交付を受けた者 

（４）次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 法人等（個人又は法人をいいます。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力
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団をいいます。以下同じ。）であるとき、又は法人等の役員等（個人である場合はそ

の者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいいます。以

下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。以下同

じ。）であるとき 

イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき 

 

第３ 補助対象経費等 

 １ 補助率及び補助限度額 

   補助率は定額とし、補助対象者一人当たりの補助限度額は 100 万円とします（国と市

が２分の１ずつ負担します。）。ただし、以下の点に注意してください。 

（１）補助対象事業費が補助限度額の 100 万円を超えた場合、限度額を超えた額は補助対

象者の自己負担とします。 

（２）補助対象者は、見積合わせ等により事業費の低減に努めるものとします。 

（３）補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象事業費は「税抜き」額とします。 

２ 補助対象経費 

   本事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経費（融資に関する利子助成措

置以外の国の補助事業の対象となった経費を除きます。）を補助対象経費とします。 

   なお、本事業において、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が実施す

る農業機械の安全性検査の対象となっている農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、

コンバイン（自脱型）又は乾燥機（穀物用循環型）のうち令和７年度以降に新たに販売

された型式を導入する場合には、同安全性検査を合格したもののみを補助対象とします。 

（補助対象経費） 

  専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、

開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費 

なお、補助対象経費の内容等は別表１のとおりとします。 

 

第４ 応募方法等 

１ 応募方法 

原則、電子メールにより応募に必要な書類のデータ一式を小山市農政課へ提出するも

のとします。電子メールの送信先は、応募を希望する方に個別にお知らせしますので、５

に記載の担当者宛て電話連絡をお願いします（※電子メールを使用することができない

方はご相談ください。）。 

２ 応募に必要な書類 

（１）取組承認申請書（応募申請用）（様式第１－１号） 
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（２）経営発展計画（様式第２号） 

（３）経営発展の申請内容に関するチェックリスト（様式第３号） 

（４）添付書類（別表２のとおり） 

 ※ その他経営発展計画（様式第２号）の記載内容の根拠となる書類や実施要綱に定め

る配分基準表（別表３）に基づき付与するポイントに関する根拠書類等を提出する必

要があります。 

 ３ 応募期限 

令和７年７月 28日（月）12時まで 

 ４ 提出にあたっての留意事項 

（１）補助対象者として不適格、経営発展計画等に虚偽の記載や記載漏れ等があると認め

られる場合には、審査の対象となりません。このため、本事業による補助金の交付を

受けようとする補助対象者は、経営発展の申請内容に関するチェックリスト（様式第

３号）を確認し、経営発展計画に不備がないようにしてください。 

 （２）書類の作成及び提出に要する一切の費用は申請者の負担とし、提出書類の返却は行

いません。 

 （３）提出された書類については、機密保持に努め、本事業の採択審査に係る手続き以外

には使用いたしません。 

５ 問合せ先 

   小山市産業観光部農政課農業振興係 担当：生井・堀口 

〒323-8686 小山市中央町１丁目１番１号 小山市役所本庁舎５階 

   電話：0285-22-9254 ＦＡＸ：0285-22-9256 

 

第５ 採択審査 

   市は、提出のあった経営発展計画等について、実施要綱に定める配分基準表（別表３）

に基づきポイントを付し補助金事務局へ提出し、補助金事務局による審査を経て助成対

象者の候補が選定されます。 

なお、本事業は、補助対象事業費のうち国費の総額が国の予算の範囲を超えた場合は、

ポイント上位から順に採択となります。また、市の予算の範囲内で採択となることから、

事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません（市の予算を超える応

募があった場合、ポイント上位から順に市が採択可能な範囲内で経営発展計画を選定し、

補助金事務局に提出しますのであらかじめご了承ください。）。 

   補助金事務局から市に対し、採択又は不採択の結果について通知があったときは、市

から応募した補助対象者全員に対してその結果を通知することとします。 

なお、補助金の交付は、別途必要な手続きを経て正式に決定します。 

 

第６ 経営発展計画の取組承認申請等 

 １ 取組承認申請 

   第４により応募を行った者のうち、採択されることとなった補助対象者は、第５の採

択の結果の通知のあった日から５日以内に（土曜・日曜・祝日含む）、２の記載の書類を
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市に提出し、その承認を得るものとします。 

 ２ 申請に必要な書類 

 （１）取組承認申請書（様式第１－２号） 

 （２）経営発展計画（様式第２号） 

 （３）環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート（様式第９号） 

 （４）添付書類（別表２のとおり） 

 ３ 事業実施期間 

   原則、交付決定の日から令和８年２月６日（金）までとします（交付決定日以前に発

生した経費は、原則として補助金の対象となりません。）。 

   ただし、助成対象者は、止むを得ない事情により当該交付の決定を受ける前に本事業

に着手をする必要がある場合は、１の承認後、その理由を具体的に明記した交付決定前

着手届（様式第４号）を市に提出するものとします。 

４ 交付申請 

   助成対象者は、１による承認後、速やかに補助金交付申請書（市の交付規則第４条に

規定する補助金等交付申請書（市の交付規則の様式第１号））を市に提出するものとしま

す。 

   なお、本事業については、助成対象者の利便を考慮し、取組承認申請と同時に交付申

請書の提出をすることができるものとします。 

 ５ 交付決定通知 

市は、４により提出のあった交付申請について、当該交付申請に係る書類を審査し、補

助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書を助成対象者に通知します。 

 

第７ 事業の実施等 

 １ 経営発展計画の変更等承認申請 

   助成対象者は、第６の１により承認された経営発展計画について、以下の変更が生じ

た場合は、取組の変更、中止又は廃止の承認申請書（様式第１－２号）を市に提出し、そ

の承認を受けるものとします。 

（１）取組内容の追加、中止又は廃止 

（２）取組内容や成果目標等の主要な内容の変更 

（３）事業費又は補助金額の 30％を超える増減 

 ２ 変更交付申請 

   助成対象者は、１による承認後、速やかに補助金変更承認申請書（市の交付規則第８

条に規定する事業変更承認申請書（市の交付規則の様式第４号））を市に提出するものと

します。 

なお、本事業については、助成対象者の利便を考慮し、経営発展計画の変更等承認申請

と同時に補助金変更承認申請書の提出をすることができるものとします。 

 ３ 補助金の返還等 

   助成対象者が次のいずれかに該当する場合は、市は助成対象者に対し交付した補助金

の全部若しくは一部の返還を求め、又は当該補助金の全部若しくは一部を交付しないも
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のとします。 

 （１）経営発展計画に記載された取組を廃止した場合 

 （２）経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合 

 （３）経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合 

 （４）経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行ったにも関わらず改善

に向けた取組を行わない場合 

 （５）実施要綱、交付要綱、交付規則、公募要領、手引き、市の交付要綱、市の交付規則、

本募集要領に定める内容に違反した場合 

 （６）虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合 

 ４ 取組の完了 

 （１）助成対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了したときは、取組完了報告書

（様式５号）を作成し、取組の完了を確認できる書類等を添付して、令和８年２月 20

日（金）又は取組完了の日から起算して 14日を経過した日のいずれか早い期日までに、

市へ提出するものとします。 

 （２）助成対象者は、（１）の取組完了報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消

費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告するもの

とします。 

 （３）助成対象者は、取組完了報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額（（２）の

規定により減額した場合に）を消費税仕入控除税額報告書（様式第８号）により速や

かに市に報告するとともに、市による返還命令を受けてこれを返還するものとします。 

    また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合

であっても、その状況等について同様式により報告するものとします。 

 

第８ 補助金の交付 

   補助金の交付方法は、事業終了後の精算払（後払いによる実績精算）を原則とします。 

（１）助成対象者は、令和８年２月 20 日（金）又は事業完了の日から起算して 14 日を経

過した日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書（市の交付規則第 11条に規定す

る補助事業等実績報告書（市の交付規則の様式第７号））を市へ提出するものとします。 

（２）市は、提出された事業実績報告書等について内容審査のうえ、交付決定額の範囲内

で交付すべき補助金の額を確定し、助成対象者に対し通知します。なお、原則として、

領収書等の確認ができない場合には、当該支出に係る金額は補助対象経費として認め

られません。 

 （３）補助金の支払いは、（２）により交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとし、

補助金の交付を受けようとする助成対象者は、補助金交付請求書（市の交付規則第 10

条に規定する補助金等交付請求書（市の交付規則の様式第６号））を市へ提出するもの

とします。 

第９ 実施状況報告等 

   助成対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、毎年度末に市
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へ経営発展計画に記載された取組の実施状況等について実施状況報告書（様式第６号）

により報告するものとします。 

 

第 10 整備した機械装置等の管理運営等 

１ 処分制限財産 

助成対象者は、国庫補助金により整備した単価 50万円（税込み）以上の機械装置等（以

下「処分制限財産」といいます。）を、次のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応じ

て修繕、改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営

することとします。 

（１）国庫補助金の交付目的に沿った処分制限財産の適正な管理を行うため、処分制限財

産ごとに減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に規

定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間を設定するものとします。 

（２）処分制限財産の管理状況を明確にするため、財産管理台帳（様式第７号）を備えおく

ものとします。 

（３）処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理

運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保管をするものとします。 

２ 財産処分の手続き 

助成対象者は、その整備した処分制限財産について、１の（１）に定めるところにより

設定した処分制限期間内に、当該国庫補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30年法律第 179号）22条に準じた財産処分として、市の交付規則等に基

づき、市の承認を受けるものとします。 

３ 災害の報告 

助成対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けた時

は、遅滞なく市に報告するものとします。 

 

第 11 個人情報の取扱い 

   小山市は、本事業の実施に関して提供いただいた個人情報について、個人情報の保護

に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び関係法令並びに小山市個人情報保護条例（平

成 13年小山市条例第２号）に基づき、適切に管理し、本事業の実施のために利用します。 

 

第 12 その他 

本募集要領に定めのない事項は、実施要綱、交付要綱、交付規則、公募要領、手引き、

市の交付要綱及び市の交付規則の定めに従うものとします。 
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（別表１）補助対象経費の内容等 

費目 経費の内容等 

(1)専門家

謝金 

本事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼とし

て支払われる経費 

・謝金の単価は、補助対象者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であ

り、その金額が社会通念上、妥当なものである必要があります。 

・謝金単価を規定等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏ま

えた基準により支出することとします。謝金の支出基準は、参考資料第２を参

照してください。 

・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければな

りません。 

・補助対象者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は、(1)専門家謝金に該

当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、(12)委託費

に該当します。 

(2)専門家

旅費 

本事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 

・下記(4)旅費を参照してください。 

(3)研修費 本事業の遂行に必要な研修を受講する際の受講料として研修主催者に支払われ

る経費 

・受講料は、研修主催者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、そ

の金額が社会通念上、妥当なものである必要があります。 

・受講する内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりま

せん。 

【対象とならない経費例】 

近所の篤農家による技術指導研修費、語学研修費（農畜産物の輸出に取り組む

場合は除きます。）、ペン字など農業経営に直接関係のない研修費、教育訓練給付

金など国の補助事業を併用した研修費 

(4)旅費  本事業の遂行に必要な情報収集や各種調査の実施、研修を受講するために必要

となる旅費 

・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出すること

とします。旅費の支給基準は、参考資料第１を参照してください。 

・移動に要する経費については、最も経済的及び合理的な経路により算出された

実費となります。 

・グリーン車等の特別に付加された料金は補助対象経費として認められません。 

・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通

常の営業活動に要する経費とみなされる場合は補助対象経費として認められま

せん。 

【対象とならない経費例】 

国の支給基準の超過支出分、日当、グリーン車等の付加料金分、食事付き・温

泉入浴付き宿泊プランにおける食事代・入浴料相当分 

(5)機械装

置等費 

 

本事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 

・本事業を実施するにあたって必要な農業用の機械及び装置、器具及び備品並び

にソフトウェア等の購入に要する経費が補助対象となります。単なる 

取替え更新の機械装置等の購入は補助対象経費として認められません。 
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・他の用途での使用（目的外使用）のおそれがある汎用機器（例：パソコン・タ

ブレット端末及び周辺機器（ハードディスク・ネットワーク機器（LAN・Wi-Fi

等の接続機器）・サーバー等）、自転車等の購入費用は、補助対象経費として認

められません。 

・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分

等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。 

・補助対象経費として認められる単価上限の設定はありませんが、単価 50万円

（税込み）以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が

完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分（補助

事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず本市へ承認を申請し、

承認を受けた後でなければ処分できません。本市は、財産処分を承認した助成

対象者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のた

め、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがありま

す。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となりま

す。 

【中古品の購入について】 

中古品の購入費は、次に定める条件を満たしている場合に補助対象経費として

認めます。 

①法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が２年以上のものであること 

②見積書又は価格の妥当性を証明する書類（同等の性能・能力を有する中古品

の価格が分かるインターネット上の情報等）が整備されていること（整備さ

れていない場合は、補助対象経費として認められません。） 

※ 購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として

認められません。また、購入品の故障や不具合等により経営発展計画の取組

への使用ができなかった場合には、補助対象経費として認められませんので

ご注意ください。 

【対象とならない経費例】 

車両購入費、文房具等の事務用品等の消耗品購入費、文書作成ソフト等の一般

事務用ソフトウェア購入費、スマートフォン・電話機（目的・用途に関わらず）

の購入費、既に導入しているソフトウェアの更新料、単なる機械装置等の更新の

ための古い機械装置等の撤去・廃棄費用 

(6)広報費 本事業の遂行に必要な販売用のホームページ・パンフレット・ポスター・チラ

シ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費 

・経営発展計画に基づく商品等の広報を目的としたものが補助対象となります

（単なるＰＲや通常活動に活用される広報費は、補助対象経費として認められ

ません。）。 

【対象とならない経費例】 

名刺作成費、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフ

レットの作成・求人広告（単なる会社の営業活動に活用されるもの）に要する経

費、文房具等の事務用品等の消耗品（販促品・チラシ・ＤＭを自社で内製する等

の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙・インク・封筒等の購入費を含みま

す。）の購入費、金券・商品券の購入費、チラシ等の配布物のうち未配布・未使
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用分に係る経費、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布に要する経費、売

上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウェブサイトのＳＥＯ対策等で効果

や作業内容が不明確なものに係る経費 

(7)展示会

等出展費 

本事業の遂行に必要な農畜産物の販売促進に向けたＰＲ活動（展示会等の出

店・イベント料）・ネット販売に係る経費 

・自らが生産・加工した農畜産物をネットショップで販売する際の手数料・利用

等に要する経費が補助対象となります。 

・国（独立行政法人等を含みます。）により出店料等の一部助成を受ける場合

は、補助経費として認められません。 

・関連する運搬費、通訳料、翻訳料も補助対象となります。 

（注）ＰＲ活動にあたり必要な機械装置等の購入は、（５）機械装置等費に該

当します。 

【対象とならない経費例】 

補助事業期間外に開催されるＰＲ活動の経費、文房具等の事務用品等の消耗品

代、選考会・審査会（○○賞）等への参加・申込費用 

(8)開発・

取得費 

本事業の遂行に必要な新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう

原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費、ＧＡＰ

等の認証取得に係る審査費用等の経費 

・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、事業

実施期間内に使用を開始して使い切ることを原則とします（補助事業完了時点

での未使用残存品に相当する価額は、補助対象経費として認められません。）。 

【対象とならない経費例】 

汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費、文房具等の事務用品等の消

耗品代、開発・試作ではない販売商品を生産するための原材料の購入費、開発・

試作目的で購入したが使い切らなかった材料費、デザインの改良等をしない既存

包装パッケージの印刷・購入費、開発・試作ではない販売商品・製品を包装する

ために印刷・購入するパッケージ代 

(9) 雑役務

費 

本事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に行った人

材募集費用、臨時的に雇い入れた者の宿泊料・アルバイト代・労働者災害補償保

険料、派遣労働者の派遣料、作業委託料、交通費として支払われる経費 

・実績報告の際には、作業日報や労働契約書等を整備する必要があります。 

【対象とならない経費例】 

臨時雇い入れとみなされない場合（例えば、あるアルバイト従業員への支払給

料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正

規型の従業員として雇い入れる場合等）、通常業務に従事させるために雇い入れ

者に係る経費 

(10) 借料 本事業の遂行に必要な機械装置等のリース料・レンタル料として支払われる経

費 

・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ

となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算

出された補助事業期間分のみとなります。 

・ＰＲイベントの会場を借りるための費用は補助対象となります。 

【対象とならない経費例】 
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自主事業など補助事業以外にも使用するものに要する経費、通常業務のために

使用するものに要する経費、事務所等に係る家賃 

(11)設備処

分費 

本事業の遂行に必要な取組を行うために必要な助成対象者自身が所有する死蔵

の機械装置等を廃棄・処分する、又は借りていた機械装置等を返却する際に修

理・原状回復するのに必要な経費 

・設備処分費は、「新部門の設立等をする際に必要な作業スペースを確保する

等」を目的とする経費ですので、設備処分のみは補助対象経費として認められ

ません。 

・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総

額の２分の１を上限とします。 

・事業実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき

補助金の額の確定時に認められる補助対象経費総額の２分の１が上限（ただ

し、申請・交付決定時の計上額の範囲内）となります。 

【対象とならない経費例】 

商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回

復の必要がない賃貸借の設備機器等に係る原状回復に要する経費 

(12)委託費 上記(1)から（11）までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の

一部を第三者に委託（委任）するために支払われる経費（自ら実行することが困

難な業務に限ります。） 

・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である農業者に

成果物等が帰属する必要があります。 

・補助対象者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は、(1)専門家謝金に該

当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、（12）委託

費に該当します。 

(13)外注費 上記（１）から（12）までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務

の一部を第三者に外注（請負）するために支払われる経費（新商品の開発等、自

ら実行することが困難な業務に限ります。） 

・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、発注する側である農業者に

成果物等が帰属する必要があります。 

・休憩所、男女別トイレ等の施工・改修（不動産の取得に該当しないものに限り

ます。）などにおいて 50万円（税込み）以上の外注を行う等の場合は「処分制

限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、

一定の期間において処分（補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄

等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず本市へ承認を申請し、

承認を受けた後でなければ処分できません。本市は、財産処分を承認した助成

対象者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のた

め、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがありま

す。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となりま

す。 

【対象とならない経費例】 

・本事業の遂行に直接必要と認められない工事・作業に要する経費 

・住宅兼店舗における住宅部分の改装工事に要する経費 
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・不動産の取得に該当する工事（※）に要する経費 

※「建物の増築・増床」や「小規模な建物（物置等）の設置」の場合、以下の

３つの要件すべてを満たすものは、補助対象経費として認められない「不動

産の取得」に該当します（固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準

の考え方を準用）。 

① 外気分断性：屋根及び周壁又はこれに類するもの（三方向以上壁で囲わ

れている等）を有し、独立して風雨をしのぐことができること 

なお、支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・

カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、

「不動産の取得」には該当しません。 

② 土地への定着性：基礎等で物理的に土地に固着していること 

なお、コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せ

ただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産

の取得」には該当しません。 

③ 用途性：建造物が家屋本来の目的（居住・作業・貯蔵等）を有し、その

目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること 

（注）上記（１）から（13）までに掲げる経費においても、下記に該当する経費は補助対象経費

として認められません。 

① 本事業の目的に合致しないもの 

② 先代経営事業者又は先代経営者が事業の用に供していた資産を後継者が取得する際に要す

る経費 

③ 必要な経理書類(領収書等)を用意できないもの 

④ 交付決定前着手の承認を受けていない交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの 

※１ 展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となり

ます（ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象経費として認めら

れません。）。 

※２ 見積の取得は交付決定前でも構いません。 

⑤ 生物の購入費（ただし、新たな品種・作物・部門の導入、新商品の開発の取組として購入

する場合を除きます。） 

⑥ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の調達に係る経費（賃貸物件の修繕費等含

みます。） 

⑦ オークション品の購入（インターネットオークションやフリマサイトを含みます。） 

⑧ 駐車場代（ただし、専門家旅費又は旅費に該当するものを除きます。）、保証金、敷金、仲

介手数料、光熱水費 

⑨ 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

⑩ パソコン、タブレット端末、ハードディスク、ネットワーク機器（LAN、Wi-Fi等の接続

機器）、サーバー等の購入費 

⑪ 事務用品等の消耗品代（ハサミ、テープ類、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段

ボール、梱包材などの購入費） 

⑫ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

⑬ 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

⑭ 不動産の購入費、取得費及び賃借料、車検費用、修理費（ただし、設備処分費に該当する

ものを除きます。） 
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⑮ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための

弁護士費用 

⑯ 金融機関への振込手数料（ただし、発注先が負担する場合は補助対象とします。）、代引手

数料、インターネットバンキング利用料等 

⑰ 本事業の遂行に必要ではない公租公課（消費税・地方消費税は、（消費税等を補助対象経

費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課

税事業者の単独申請者」を除き、）補助対象経費として認められません。） 

⑱ 各種保証・保険料（ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付け

られた保険料に係るものは補助対象とします。） 

⑲ 借入金などの支払利息及び遅延損害金､クラウドファンディング実施にかかる手数料 

⑳ 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・（クレジットカード会社等から付与された） 

ポイント・金券・商品券（消費税増税にともない発行されるプレミアム付き商品券を含みま

す。）での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による

決済 

㉑ 役員報酬、直接人件費 

㉒ 各種キャンセルに係る取引手数料等（自然災害等補助対象者の責に帰さないものを除きま

す。） 

㉓ 補助金応募書類・事業実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用 

㉔ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 
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（別表２）添付書類 

 

【補助対象者が個人事業主の場合（募集要領第２の（１）に該当する場合）】 

書類 注意点 

個人事業の開業・廃業等届出書

（写し） 

税務申告

書類 

・補助対象者が個人事業主の場合は、必須

書類 

・事業の引継ぎを受けた先の住所、氏名の

記載があること。 

・収受日付印が押印（税務署において e-

Taxにより申告した場合は、受付日時が

印字）されていること。 

・継承時点の所得税確定申告書

第一表及び第二表（写し） 

・継承時点の所得税青色申告決

算書（写し） 

税務申告

書類 

・必須書類（補助対象者の先代事業者分） 

・所得税法 143条に規定する青色申告の承

認を受けている場合 

・収受日付印が押印（税務署において e-

Taxにより申告した場合は、受付日時が

印字）されていること。ご自宅から e-

Taxにより申告した場合は、「受信通知

（メール詳細）」を提出してください。 

所得税の青色申告承認申請書

（写し） 

税務申告

書類 

・必須書類（補助対象者） 

・収受日付印が押印（税務署において e-

Taxにより申告した場合は、受付日時が

印字）されていること。ご自宅から e-

Taxにより申告した場合は、「受信通知

（メール詳細）」を提出してください。 

家族経営協定（写し） 任意様式 家族農業経営の場合 

（注）経営に関する主宰権の移譲を受けた

後に締結・更新されていること。 

 

【補助対象者が法人の場合（募集要領第２の（２）に該当する場合）】 

書類 注意点 

履歴事項全部証明書（写し） 登記事項

証明書 

任意組織以外の場合 

 

定款又は組織及び運営について

の規約（写し） 

任意様式 任意組織の場合 

・継承時点の法人税確定申告書

別表一（写し） 

・継承時点の損益計算書（写

し） 

税務申告

書類 

・必要書類（補助対象者分、又は先代事業

者からその経営に関する主宰権の移譲を

受けると同時に農業経営の法人化を行っ

た場合にあっては補助対象者の先代事業

者分） 

・法人税法第 121条第１項に規定する青色

申告の承認を受けている場合 
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・収受日付印が押印（税務署において e-

Taxにより申告した場合は、受付日時が

印字）されていること。事務所などから

e-Taxにより申告した場合は、「受信通知

（メール詳細）」を提出してください。 

法人税の青色申告承認申請書

（写し） 

税務申告

書類 

・先代からその経営に関する主宰権の移譲

を受けるのと同時に農業経営の法人化を

し、法人税法第 122条第１項に規定する

青色申告の承認申請を行っている場合 

・収受日付印が押印（税務署において e-

Taxにより申告した場合は、受付日時が

印字）されていること。ご自宅から e-

Taxにより申告した場合は、「受信通知

（メール詳細）」を提出してください。 

 

【補助対象者が飼養衛生管理基準に定められた家畜のうち豚、いのしし、鶏、あひる、うず

ら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を使用する事業を営む者である場合】 

書類 注意点 

都道府県から交付を受けた当該

基準の遵守状況が確認できる書

類 

任意様式 該当する場合は必須書類 

 

 

【経営発展計画にて「環境配慮」の欄にチェックを入れた場合】 

書類 注意点 

環境負荷低減事業活動実施計画

の認定証（写し） 

任意様式 ・環境と調和のとれた食料システムの確立

のための環境負荷低減事業活動の促進等に

関する法律（令和４年法律第 37号。以下

「みどりの食料システム法」という。）第

19条第１項に規定する環境負荷低減事業活

動実施計画の認定証又は第 21条第１項に規

定する特定環境負荷低減事業活動実施計画

の認定証 

・事業実施年度に同計画の認定を受ける見

込みがあることが確認できる書類 

 

※ その他経営発展計画（様式第２号）の記載内容の根拠となる書類や実施要綱に定める配

分基準表（別表３）に基づき付与するポイントに関する根拠書類等を提出する必要があり

ます。 

（経営発展計画（様式第２号）の記載内容の根拠書類の例） 

 ・事業費の根拠となる見積書（写し） 

 ・導入する機械装置等の仕様書やパンフレット ※機械装置等を導入する場合のみ 

 ・「５成果目標の設定－付加価値額」の算出過程（任意様式） 
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（配分基準表（別表３）に基づき付与するポイントに関する根拠書類の例） 

 ・農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた書類（写し） 

 ・就業規則 

 ・現状の経営面積（畜産関係については飼養頭数等）が分かる書類 

 ・直近１年間の雇用者のリスト 

 ・直近１年間の雇用者に関する雇用契約書（写し）及び出勤簿（写し） 

（別表３）配分基準表 

項目 現状の水準 点数 

１ 申請者（申請者

が法人の場合はそ

の後継者）の年齢 

ア 経営継承した時点において 50歳以上 60歳未満で

あること。  

イ 経営継承した時点において 40歳以上 50歳未満で

あること。  

ウ 経営継承した時点において 40歳未満であること。 

１点 

 

２点 

 

３点 

２ 農地中間管理機

構から賃借権等の

設定 

 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている

こと。 

２点 

３ 女性の取組  その取組について、ａからｃまでのうち該当してい

る項目数が次のいずれかであること。 

ア １項目 

イ ２項目以上 

 

 

１点 

２点 

 ａ 女性が経営の主宰権を有していること。 

ｂ 役員又は常時雇用者のうち女性が過半を占めて

いる法人であること。 

（注）常時雇用者とは、主として農業経営のために

雇った人で、雇用契約に際し、あらかじめ７か月

以上の雇用期間を定めて雇った人（期間を定めず

に雇った人を含みます。）をいいます。 

ｃ 法人であって、部門間で区分経理等を行ってい

る場合に女性が当該部門の責任者であること。 

 

４ 農業所得の水準 経営継承した時点における申請者（申請者が個人事

業主の場合又は先代事業者からその経営に関する主宰

権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行った

場合にあっては、申請者の先代事業者）の１人当たり

の農業所得が、基盤強化法第６条第１項に規定する農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に定め

る目標とすべき所得水準額と比較して、次のいずれか

となっていること。  

ア 所得水準額の 130％以上 150％未満  

 

 

 

 

 

 

 

 

１点 
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イ 所得水準額の 100％以上 130％未満  

ウ 所得水準額の 70％以上 100％未満  

エ 所得水準額の 50％以上 70％未満 

オ 所得水準額の 30％以上 50％未満 

（注） 

 １ 基本構想において主たる従事者１人当たりの所

得目標が定められている場合は１人当たりの農業

所得を、定められていない場合は１経営体当たり

の農業所得を所得水準額と比較することとします。 

２ 経営継承した時点における１人当たり農業所得

の算出方法は、次のとおりとします。 

・申請者が個人事業主の場合 

（収入金額－経費）÷１人 

・申請者が法人の場合 

（税引前当期純利益＋法人の役員報酬）×（農

業・関連事業等の売上高÷総売上高）÷農業・

関連事業等の役員数 

３点 

６点 

４点 

１点 

５ 環境配慮の取組 みどりの食料システム法に基づき、以下のいずれか

の認定を受けている又は事業実施年度に認定を受ける

見込みがあること。 

ア みどりの食料システム法第 19条第 1項に規定す

る環境負荷低減事業活動実施計画 

イ みどりの食料システム法第 21条第１項に規定す

る特定環境負荷低減事業活動実施計画 

２点 

６ 就業環境の改善

の取組 

 就業規則又はこれに準ずるものにおいて、ａからｅ

までのうち定めている項目数が次のいずれかであるこ

と。 

 ア １項目 

 イ ２項目以上 

 

 

 

１点 

２点 

 ａ 労働時間が 1日８時間、週 40時間以内 

 （変則労働時間制は、週平均 40時間以内） 

ｂ 休憩時間が、労働時間６時間で 45分以上、8時

間で１時間以上 

ｃ 休日が毎週１回又は４週４日以上 

ｄ 時間外・休日の労働が、１か月 45時間、1年

360時間以内 

ｅ 時間外・休日の割増賃金が、時間外労働 125％

以上、休日労働 135％以上 
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７ 付加価値額の向 

 上 

ア 経営継承した時点のポイント 

(ｱ) 経営継承した時点の付加価値額が基準額（700

万円）以上であること。 

(ｲ) 経営継承した時点の就業者１人当たりの付加価

値額が基準額（270万円）以上であること。 

(注)臨時雇用は延べ 225人・日を 1人として算定

し、小数点第２位を四捨五入する。 

イ 目標ポイント 

目標年度までの付加価値額又は就業者１人当たり

の付加価値額の拡大率が次のいずれかに設定されて

いること。 

ａ ２％以上４％未満 

ｂ ４％以上６％未満 

ｃ ６％以上 

 

２点 

 

２点 

 

 

 

 

 

 

 

２点 

３点 

４点 

８ 地域貢献の取組 ア 経営面積等の拡大 

現状と目標年度における経営面積又は飼養頭数の

拡大率が次のいずれかに設定されていること。 

(ｱ) １％以上 20％未満拡大 

(ｲ) 20％以上 

イ 従業員数の増加 

現状と目標年度における常時雇用者の増加数が次

のいずれかに設定されていること。 

(ｱ) １名増 

(ｲ) ２名増以上 

ウ 地域貢献に関する特徴的な取組 

その取組について、取組内容が具体的であり、か

つ地域農業の維持・発展に関して高い効果が見込め

ると市が認めていること。 

 

 

 

１点 

２点 

 

 

 

１点 

２点 

 

３点 

９ 経営発展の取組  その取組（事業費を要する取組に限る。）について、

aから mまでのうち該当している項目数が次のいずれか

であること。 

ア ２項目 

イ ３項目 

ウ ４項目 

エ ５項目以上 

 

 

 

 

１点 

２点 

３点 

４点 

  ａ 経営の法人化 

 ｂ 新たな品種・作物・部門の導入 

なお、ａ

からｅま
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 ｃ 認証の取得 

 ｄ データを活用した経営の実践 

 ｅ 就業規則の策定 

 ｆ 経営管理の高度化 

 ｇ 就業環境の改善 

 ｈ 外部研修の受講 

 ｉ 新たな販路の開拓 

 ｊ 新商品の開発 

 ｋ 省力化・省人化・業務の効率化、農畜産物等

の品質の向上 

 ｌ 農畜産物等の規格・出荷方法の改善 

 ｍ 防災・減災の導入 

での項目

のいずれ

かに該当

する場合

は、その

該当する

項目数に

４点を乗

じた点数

（最大８

点）を加

点する。 
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（参考資料） 

 

第１ 旅費の支給基準について 

補助対象経費に計上する旅費は、国が定める支給基準を踏まえた基準により算出する

こととします。 

・最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の実費により計算するものとし

ます。 

・宿泊料は以下の表に基づく金額（消費税・地方消費税込の額）を上限とし、日当は認

めないものとします。 

・その他旅費支給に関する詳細は交付決定時に示すものとします。 

 

（内国旅費）    

区  分 宿泊費基準額（一夜につき） 

北海道 13,000 円 

青森県 11,000 円 

岩手県 9,000 円 

宮城県 10,000 円 

秋田県 11,000 円 

山形県 10,000 円 

福島県 8,000 円 

茨城県 11,000 円 

栃木県 10,000 円 

群馬県 10,000 円 

埼玉県 19,000 円 

千葉県 17,000 円 

東京都 19,000 円 

神奈川県 16,000 円 

新潟県 16,000 円 

富山県 11,000 円 

石川県 9,000 円 

福井県 10,000 円 

山梨県 12,000 円 

長野県 11,000 円 

岐阜県 13,000 円 

静岡県 9,000 円 

愛知県 11,000 円 

三重県 9,000 円 

滋賀県 11,000 円 
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京都府 19,000 円 

大阪府 13,000 円 

兵庫県 12,000 円 

奈良県 11,000 円 

和歌山県 11,000 円 

鳥取県 8,000 円 

島根県 9,000 円 

岡山県 10,000 円 

広島県 13,000 円 

山口県 8,000 円 

徳島県 10,000 円 

香川県 15,000 円 

愛媛県 10,000 円 

高知県 11,000 円 

福岡県 18,000 円 

佐賀県 11,000 円 

長崎県 11,000 円 

熊本県 14,000 円 

大分県 11,000 円 

宮崎県 12,000 円 

鹿児島県 12,000 円 

沖縄県 11,000 円 

 

第２ 謝金の支出基準について 

謝金単価について内規等による定めがない場合、下表に定める標準単価（時間単価は

消費税・地方消費税抜の額）により支出することとします。なお、「消費税・地方消費

税込」で補助対象経費を計上する事業者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当

額を加えた金額が謝金単価となります。 

 

標準単価 分野別職位等 

区

分 

時間単価（消

費税・地方消

費税抜の額） 

大学の職位 

大学の職位に

ある者の平均

勤続年数 

民間 
地方公共団体

等 

① 11,500円 大学学長級 

17年以上 

会長・社長・役

員級 
知事・市町村長 ② 10,200円 大学副学長級 

③ 9,300円 大学学部長級 

④ 8,700円 大学教授級１ 工場長級 部長級 

⑤ 7,900円 大学教授級２ 12年以上 部長級 － 
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⑥ 7,000円 大学准教授級 課長級 課長級 

⑦ 6,000円 大学講師級 

12年未満 

課長代理級 室長級 

⑧ 5,700円 大学助教・助手級 係長・主任級 課長補佐級 

⑨ 4,700円 大学助手級以下１ 係員１ 課員１ 

⑩ 3,700円 大学助手級以下２ 係員２ 課員２ 

⑪ 2,700円 大学助手級以下３ 係員３ 課員３ 

 

第３ 消費税仕入控除税額について 

税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、

事業者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税も事業者の

売上げにともなう預かり消費税の対象にはなりません。 

補助事業に係る課税仕入れに伴い、還付金が発生することとなるため、この還付と補

助金交付が二重にならないよう、原則として予め補助対象経費から消費税額を減額して

おくこととします。 

ただし、以下に掲げる補助対象者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

ア 消費税法における納税義務者とならない補助対象者 

イ 免税事業者である補助対象者 

ウ 簡易課税事業者である補助対象者 

 

第４ 家族経営協定について 

家族経営協定は、家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に

参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい

就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。 


